












(宛 先 )

〒100-8916
電話

FAX

厚生労働省 医薬 生活衛生局

食品基準審査課 残留農薬等基準審査室 宛

東京都千代田区霞が関1-2-2
03(5253)1111(内線4290)
03(3595)2423(18時以降)

03-3595-2432(残 留農薬等基準審査室FAX)

寄付金・契約金等受取(割 当て)額等回答票

*fiJZ 4 J E},8
平成31年 3月 29日 薬事 食品衛生審議会食品衛生分科会農薬 動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金 契約金等の受取 (害1当 て)額等について、別紙のとおり回

答する。

①食品中のアモキシシリンの残留基準の設定について

②食品中のキャプタンの残留基準の設定について

③食品中のジチアノンの残留基準の設定について

④食品中のチアクロプリドの残留基準の設定について

⑤食品中のプロパニルの残留基準の設定について

⑥食品中のプロムフェノホスの残留基準の設定について



(別紙)

①食品中のアモキシシリンの残留基準の設定について

● 寄付金 契約金等の受取(割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度

□ 平成28年度

□ 平成29年度

□

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

無 :□ 有り

当該年度における受取額

□ 50万 円以下

□ 50万 円超～500万 円以下

□ 500万円超

●

●

ｒ
‐
‐
‐
」

し

し

無

無

ジ

ー

有

有

□ 寄附金 (奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料

□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬

□ 講演料   □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度

□ 平成28年度

□ 平成29年度

受

留
府

4累:ξ埠属婁

多い椰 金 鶏 錯 襴 ナ取つ鮮 度

□ 平成29年度

□

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特男1の利害関係

特記事項

υ
/無

し
当該年度における受取額

□ 50万 円以下

□ 50万円超～500万 円以下

□ 500万円超

□ 500万円超

当該年度における受取額

シ::房目蛙■。。万円以下

□

し

し

無

無

ご

ピ

「
‐
‐
∃

有

有

□

□

●

●

ｒ
‐
‐
‐
」
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□ 無し● 寄付金 契約金等の受取(割 当て)額

●

●

ｒ
‐

‐
」

し

し

無

無

シ

ー

有

有

□

□該当の有無 :

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料

□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬

□ 講演料   □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式

ぎ

Jttil『

曇證 学寄付金含む)         M/研 究契約金   ロ コンサルタント料 指導料

□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬

□ 講演料   □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式



受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度

□ 平成28年度

□ 平成29年度

当該年度における受取額

□ 50万 円以下

□ 50万 円超～500万 円以下

□ 500万円超□

有

有

●

●

ｒ
‐
‐
‐
」
　
　
　
●

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

該当の有無 :□

該当の有無 :□
。/算し

]

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料   □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式

□

寄付金 契約金等の受取 (害1当 て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度

□ 平成28年度

□ 平成29年度

の有無:□ 有リ ノ無し
当該年度における受取額

□ 50万 円以下

□ 50万 円超～500万 円以下

該当の有無 : 暑;  コ糞し

]

●

●

ｒ

‐

‐

」

　

　

●

当

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料   □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度

□ 平成28年度

□ 平成29年度

□

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

y無し
当該年度における受取額

□ 50万 円以下

□ 50万円超～500万 円以下

□ 500万円超

し

し

無

無

♂

ブ

ー

‐

ｊ

有

有

□

□

●

●

ｒ
‐
‐
‐
」

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料   □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式



ゴ

/無
し● 寄付金 契約金等の受取(割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度

□ 平成28年度

□ 平成29年度

□

申請資料等の作成に

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特男1の利害関係

特記事項

②食品中のキャプタンの残留基準の設定について

の有無 :□

当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万 円以下

□ 500万円超

●

●

ｒ
‐
‐
‐
」

→ 該当
→ 訪当

し

し

無

無

ラ

ー

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料

□ 特許権・特許使用料 商標権による報酬

□ 講演料   □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度

□ 平成28年度

□ 平成29年度

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

当該年度における受取額

□ 50万 円以下

□ 50万 円超～500万円以下

●

●

ｒ
‐

‐
」

該当の有無

し

し

無

無

ジ

ー

有

有

□

□

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料

□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬

□ 講演料   □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式



③食品中のジチアノンの残留基準の設定について

● 寄付金 契約金等の受取 (割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度
□ 平成28年度

□ 平成29年度

□

当該年度における受取額

□ 50万 円以下

□ 50万円超～500万 円以下

□ 500万円超

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1 

特記事項

④食品中のチアクロ71Jドの残留基準の設定について

し

し

無
無

ゴシ

ー

有

有

□

□

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料   □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式

ご 無し
受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度 当該年度における受取額

□ 50万 円以下□ 平成28年度

□ 平成29年度 □ 50万円超～500万 円以下
□ □ 500万円超

与

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1 

特記事項

→ 該当の有無 :□ 有り

⑤食品中のプロパニルの残留基準の設定について

ピ 無し● 寄付金 契約金等の受取 (割 当て)額

し

し

無

無

′ら

□

．‐

‐

Ｊ

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度

□ 平成28年度

□ 平成29年度

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万 円超～500万 円以下

□ 500万円超

→  該 当 の桐 来 :

→ 該当の有無 :

し

し

無

無

′

―

有

有

□

□●

ｒ
‐
‐
‐
」

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料   □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式

□ 寄附金 (奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料   □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式

有 り





























(宛先)

厚生労働省医薬・生活衛生局
食品基準審査課残留農薬等基準審査室宛

〒100-8916

電話

FAX

東京都千代田区霞が関1-2-2

03(5253)1111(内線4290)
03(3595)2423(18時以降)
03-3595-2432(残留農薬等基準審査室FAX)

寄付金・契約金等受取(割当て)額等回答票

平成3ノ年3月25日
平成31年3月29日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取(割当て)額等について、別紙のとおり回

答する。

①食品中のアモキシシリンの残留基準の設定について

②食品中のキャプタンの残留基準の設定について

③食品中のジチアノンの残留基準の設定について

④食品中のチアクロプリドの残留基準の設定について

⑤食品中のプロパニルの残留基準の設定について

⑥食品中のプロムフェノホスの残留基準の設定について

現職回鍾く誠凝甚擁粥口Lrk.E[



}

(別紙)

①食品中のアモキシシリンの残留基準の設定について

企業名製造企業等): △

●寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成28年度

口平成29年度

口平成30年度

→受取の有無:□有りM無し

当該年度における受取額}

口50万円以下

口50万円超～500万円以下

口500万円超

【受取額の内訳】

口
口

口
口

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料口原稿執筆料

その他(

口研究契約金

口当該企業の株式

)

ロコンサルタント料・指導料

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

 ド　

→該当の有無:□有り

→該当の有無二□有り

し
し

無
無
ー

団
回

企業名(製造企業等): 〈

●寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成28年度

口平成29年度

口平成30年度

→受取の有無:□有り団無し

当該年度における受取額}

口50万円以下

口50万円超～500万円以下

口500万円超

【受取額の内訳】

口
口
口
口

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料口原稿執筆料

その他(

口研究契約金

口当該企業の株式

)

ロコンサルタント料・指導料

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

 ド　

→該当の有無:□有り

→該当の有無:□有り

し
し

無
無
ー

回
図

企業名製造企業等 △

●寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成28年度

口平成29年度

口平成30年度

→受取の有無:□有り画無し

当該年度における受取額}

口50万円以下

口50万円超～500万円以下

口500万円超

【受取額の内訳】

口
口

口
口

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料口原稿執筆料

その他(

口研究契約金

口当該企業の株式

)

ロコンサルタント料・指導料

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

 ド　
→該当の有無:□有り

→該当の有無:□有り

し
し

無
無
ー

口
団



企名造企等 ぐ" △

●寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成28年度

口平成29年度

口平成30年度

→受取の有無:ロ有り団無し

当該年度における受取額}

口50万円以下

口50万円超～500万円以下

口500万円超

【受取額の内訳】

口
口

口
口

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料口原稿執筆料

その他(

口研究契約金

ロ当該企業の株式

)

ロコンサルタント料・指導料

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1⌒

→該当の有無:□有り

→該当の有無:□有り

し
し

無
無
ー

団
図

企業名(造企業等): Mei'iSeikaルマム

●寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成28年度

口平成29年度

口平成30年度

→受取の有無:□有り図無し

当該年度における受取額}

口50万円以下

口50万円超～500万円以下

口500万円超

【受取額の内訳】

口
口

口
口

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料口原稿執筆料

その他(

口研究契約金

口当該企業の株式

)

ロコンサルタント料・指導料

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

「　

→該当の有無:□有り

→該当の有無:□有り

し
し

無
無
ー

嗣
二
M

企名造企等 〈ンーベ・・

●寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成28年度

口平成29年度

口平成30年度

→受取の有無:□有り□無し

当該年度における受取額}

口50万円以下

口50万円超～500万円以下

口500万円超

【受取額の内訳】

ロ
ロ
ロ

ロ

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料口原稿執筆料

その他(

口研究契約金

口当該企業の株式

)

ロコンサルタント料・指導料

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

「　

→該当の有無:□有り

→該当の有無:□有り

し
し

無
無
ー

図
団



企業名製造企業等): ムビルバ・sぐ"パン
●寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
口平成28年度

口平成29年度

口平成30年度

→受取の有無:□有り団無し

当該年度における受取額}

口50万円以下

口50万円超～500万円以下

口500万円超

【受取額の内訳】

口
口

口
口

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料口原稿執筆料

その他(

口研究契約金

口当該企業の株式

)

ロコンサルタント料・指導料

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

 ド　

→該当の有無:□有り

→該当の有無:□有り

し
し

無
無
ー

団
口

②食品中のキャプタンの残留基準の設定について

企業名(申請企業等): 1ス フエンス〈

●寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成28年度

口平成29年度

口平成30年度

→受取の有無:□有り団無し

当該年度における受取額}

口50万円以下

口50万円超～500万円以下

口500万円超

【受取額の内訳】

口
口

口
口

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料口原稿執筆料

その他(

口研究契約金

口当該企業の株式

)

ロコンサルタント料・指導料

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

 ド　

→該当の有無:□有り

→該当の有無:□有り

団無し

団無し



③食品中のジチアノンの残留基準の設定について

企業名(申請企業等): BASFsS◆ノ¶ン〈

●寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成28年度

口平成29年度

口平成30年度

→受取の有無:□有り囮無し

当該年度における受取額}

口50万円以下

口50万円超～500万円以下

口500万円超

【受取額の内訳】

口
口

口
口

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料口原稿執筆料

その他(

口研究契約金

口当該企業の株式

)

ロコンサルタント料・指導料

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

[　

→該当の有無:□有り

→該当の有無:□有り

し
し

無
無
ー

団
回

④食品中のチアクロプリドの残留基準の設定について

企名請企等 ノN"工1レロss エンスム

●寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成28年度

口平成29年度

口平成30年度

→受取の有無:□有り図無し

当該年度における受取額}

口50万円以下

口50万円超～500万円以下

口500万円超

【受取額の内訳】

口
口

口
口

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料口原稿執筆料

その他(

口研究契約金

口当該企業の株式

)

ロコンサルタント料・指導料

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

 ド　

→該当の有無:□有り

→該当の有無:□有り

し
し

無
無
ー

団
図

⑤食品中のプロパニルの残留基準の設定について

企名請企 ユーピーエル"tパン〈

●寄付金契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成28年度

口平成29年度

口平成30年度

【受取額の内訳】

→受取の有無:□有り団無し

当該年度における受取額}

口50万円以下

口50万円超～500万円以下

口500万円超

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料口原稿執筆料

その他(

研究契約金

当該企業の株式

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

 「⌒

コンサルタント料・指導料

→該当の有無:□有り

→該当の有無:□有り

し
し

無
無
ー

団
団



}

⑥食品中のプロムフェノホスの残留基準の設定について

企業名申請企等): △

●寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成28年度

口平成29年度

口平成30年度

→受取の有無:□有り団無し

当該年度における受取額}

口50万円以下

ロ50万円超～500万円以下

口500万円超

【受取額の内訳】

口
口

口
口

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料口原稿執筆料

その他(

口研究契約金

口当該企業の株式

)

ロコンサルタント料・指導料

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

 ド　
→該当の有無:□有り

→該当の有無:□有り

し
し

無
無
ー

口
回






































